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(57)【要約】
【課題】経過観察を行う際に前回と検査を行う技師が異
なる場合であっても、容易に前回の検査と同じ撮像位置
の断面画像を得ることができる超音波診断装置および超
音波プローブを提供する。
【解決手段】画像記憶部は、被検体から取得された過去
の断面画像と、断面画像が取得された時の前記初期位置
を基準とした超音波プローブの位置情報とを関連付けて
記憶する。算出部は、過去の断面画像と関連付けられた
前記超音波プローブの位置情報および現在の超音波プロ
ーブの位置情報に基づいて、超音波プローブで前記被検
体を走査する方向と、超音波プローブの向きおよび傾き
とを算出する。通知部は、超音波プローブに設けられ、
算出された方向、向きおよび傾きを操作者に通知する。
【選択図】図１



(2) JP 2015-156907 A 2015.9.3

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に対し超音波を送信し、前記被検体から反射される前記超音波の反射波を受信す
る超音波プローブと、
　前記被検体の一部を基準として前記超音波プローブの初期位置を設定し、前記初期位置
を基準とした現在の前記超音波プローブの位置情報を取得するプローブ位置取得部と、
　前記被検体から取得された過去の断面画像と、前記断面画像が取得された時の前記初期
位置を基準とした前記超音波プローブの位置情報とを関連付けて記憶する画像記憶部と、
　前記過去の断面画像と関連付けられた前記超音波プローブの位置情報および前記現在の
超音波プローブの位置情報に基づいて、前記超音波プローブで前記被検体を走査する方向
と、前記超音波プローブの向きおよび傾きとを算出する算出部と、
　前記超音波プローブに設けられ、前記算出された方向、向きおよび傾きを操作者に通知
する通知部と
　を具備する超音波診断装置。
【請求項２】
　前記通知部は、前記算出された方向、向きおよび傾きを前記超音波プローブから前記被
検体の体表へガイドを投影して前記操作者に通知する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記通知部は、前記算出された方向、向きおよび傾きを前記超音波プローブから出力さ
れる音で前記操作者に通知する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記被検体から取得された断面画像の画質のパラメータを設定するパラメータ設定部を
さらに具備し、
　前記画像記憶部は、前記過去の断面画像と、前記過去の断面画像が取得された時に設定
された前記パラメータとを関連付けて記憶し、
　前記通知部は、
　　前記過去の断面画像と関連付けられたパラメータと前記現在設定されているパラメー
タとが異なる場合、前記異なる旨を前記操作者に通知し、
　　前記過去の断面画像と関連付けられたパラメータと前記現在設定されているパラメー
タとが一致する場合、前記一致する旨を前記操作者に通知する請求項１記載の超音波診断
装置。
【請求項５】
　前記通知部は、前記異なる旨および前記一致する旨の少なくともいずれかを前記超音波
プローブから前記被検体の体表へガイドを投影して前記操作者に通知する請求項４記載の
超音波診断装置。
【請求項６】
　前記通知部は、前記異なる旨および前記一致する旨の少なくともいずれかを前記超音波
プローブからの音で前記操作者に通知する請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　被検体の一部を基準として超音波プローブの初期位置を設定し、前記初期位置を基準と
した現在の前記超音波プローブの位置情報を取得し、前記被検体から取得された過去の断
面画像と、前記断面画像が取得された時の前記初期位置を基準とした前記超音波プローブ
の位置情報とを関連付けて記憶し、前記過去の断面画像と関連付けられた前記超音波プロ
ーブの位置情報および前記現在の超音波プローブの位置情報に基づいて、前記超音波プロ
ーブで前記被検体を走査する方向と、前記超音波プローブの向きおよび傾きとを算出する
超音波診断装置に用いられる超音波プローブにおいて、
　前記算出された方向、向きおよび傾きを操作者に通知する通知部を具備する超音波プロ
ーブ。
【請求項８】
　前記通知部は、前記算出された方向、向きおよび傾きを前記被検体の体表へガイドを投
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影して前記操作者に通知する請求項７記載の超音波プローブ。
【請求項９】
　前記通知部は、前記算出された方向、向きおよび傾きを通知音で前記操作者に通知する
請求項７記載の超音波プローブ。
【請求項１０】
　前記被検体から取得された断面画像の画質のパラメータを設定するパラメータ設定部を
さらに具備し、
　前記過去の断面画像と、前記過去の断面画像が取得された時に設定された前記パラメー
タとを関連付けて記憶し、
　前記過去の断面画像と関連付けられたパラメータと前記現在設定されているパラメータ
とが異なる場合、前記異なる旨を前記操作者に通知し、
　前記過去の断面画像と関連付けられたパラメータと前記現在設定されているパラメータ
とが一致する場合、前記一致する旨を前記操作者に通知する請求項７記載の超音波プロー
ブ。
【請求項１１】
　前記通知部は、前記異なる旨および前記一致する旨の少なくともいずれかを前記被検体
の体表へガイドを投影して前記操作者に通知する請求項１０記載の超音波プローブ。
【請求項１２】
　前記通知部は、前記異なる旨および前記一致する旨の少なくともいずれかを音で前記操
作者に通知する請求項１０記載の超音波プローブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、被検体の検査を行う超音波診断装置および超音波プローブに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は被爆の恐れがなく、繰り返し行う検査に向いている。その反面、超音
波診断装置での撮像は、検査を行う技師（超音波診断装置の操作者）の技量や経験に左右
されやすい。例えば、経過観察を行う際に前回と検査を行う技師が異なる場合、前回の断
面画像を見て撮像位置を特定しなければならない。熟練した技師は、超音波画像や当該超
音波画像に付属される撮像位置を示すボディマークを見ただけで、どの位置からどの角度
で撮像したか理解することができる。
【０００３】
　しかしながら、経験の浅い技師には、上記超音波画像や付属するボディマークだけで撮
像位置を特定することは難しく、検査に時間がかかってしまう。また、上記ボディマーク
は、被検体の体幹を模した簡易図を用いているため、被検体の体型にあっていないことが
多く、おおよその撮像位置しか把握することができない。また、検査により得られる断面
画像は、２次元で表示されるため、超音波プローブの角度等の詳細は不明である。そのた
め、技師が画像を見ながら再度ポジショニングする必要があり、検査に時間がかかってし
まう。また、上記ボディマークは、ディスプレイ上に表示されており、技師が自身の手元
とボディマークとを比較する際に視線移動が多くなる。このため、従来の超音波診断装置
は、視線移動による技師への負担が大きくなる。また、上記ボディマークを記録すること
は、検査する上でのマナーとされている。しかしながら、技師がボディマークを記録せず
に検査を終えることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－６７２４２号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本実施形態の目的は、経過観察を行う際に前回と検査を行う技師が異なる場合であって
も、容易に前回の検査と同じ撮像位置の断面画像を得ることができる超音波診断装置およ
び超音波プローブを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、被検体に対し超音波を送信し、前記被検体から反
射される前記超音波の反射波を受信する超音波プローブと、前記被検体の一部を基準とし
て前記超音波プローブの初期位置を設定し、前記初期位置を基準とした現在の前記超音波
プローブの位置情報を取得するプローブ位置取得部と、前記被検体から取得された過去の
断面画像と、前記断面画像が取得された時の前記初期位置を基準とした前記超音波プロー
ブの位置情報とを関連付けて記憶する画像記憶部と、前記過去の断面画像と関連付けられ
た前記超音波プローブの位置情報および前記現在の超音波プローブの位置情報に基づいて
、前記超音波プローブで前記被検体を走査する方向と、前記超音波プローブの向きおよび
傾きとを算出する算出部と、前記超音波プローブに設けられ、前記算出された方向、向き
および傾きを操作者に通知する通知部とを具備する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図。
【図２】図１に示す超音波診断装置における初回検査時の検査の流れを示す概要図。
【図３】図１に示す超音波診断装置における経過観察時の検査の流れを示す概要図。
【図４】図３に示す経過観察時の検査における、通知部による撮像位置の通知方法を示す
図。
【図５】第２の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図。
【図６】図５に示す超音波診断装置における初回検査時の検査の流れを示す概要図。
【図７】図５に示す超音波診断装置における経過観察時の検査の流れを示す概要図。
【図８】図７に示す経過観察時の検査における、通知部による撮像位置の通知方法を示す
図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照しながら本実施形態に係る超音波診断装置を説明する。
【０００９】
　（第１の実施形態）　
　図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【００１０】
　図１に示す超音波診断装置は、超音波プローブ１および装置本体２を備える。
【００１１】
　超音波プローブ１は、振動子群１１、送受信部１２、プローブ位置センサ１３および通
知部１４を有する。
【００１２】
　振動子群１１は、１次元状または２次元状に複数の振動子が設けられる。振動子群１１
は、送受信部１２からの駆動パルスに基づいて超音波を被検体へ向けて送波する。送波さ
れた超音波は、被検体の体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射される。
反射された超音波は、エコー信号として振動子群１１に受信される。受信されたエコー信
号は、振動子群１１から送受信部１２へ供給される。
【００１３】
　送受信部１２は、超音波の送波用に図示しないレートパルス発生回路、送信遅延回路、
及び駆動パルス発生回路等を有している。レートパルス発生回路は、所定のレート周波数
ｆrＨｚ（周期；１／ｆr秒）で、レートパルスをチャンネル毎に繰り返し発生する。遅延
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回路は、チャンネル毎に超音波をビーム状に集束させ且つ送信指向性を決定するのに必要
な遅延時間を各レートパルスに与える。駆動パルス発生回路は、各遅延されたレートパル
スに基づくタイミングで、振動子群１１に駆動パルスを印加する。
【００１４】
　また、送受信部１２は、超音波の受波用に図示しないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、受信
遅延回路、及び加算器等を有している。アンプ回路は、超音波プローブ１からエコー信号
を受信し、受信されたエコー信号をチャンネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器は、増幅され
たエコー信号をチャンネル毎にアナログ信号からデジタル信号に変換する。受信遅延回路
は、デジタル信号に変換されたエコー信号に対し、チャンネル毎にビーム状に集束させ且
つ受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与える。加算器は、遅延時間が与えられた
各エコー信号を加算する。この加算処理により、エコー信号の受信指向性に応じた方向か
らの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波ビームが形成される。
１つの超音波ビームは、１つの走査線に対応する。走査線ごとのエコー信号は、後述する
装置本体２の信号処理部２１に供給される。
【００１５】
　プローブ位置センサ１３は、上記被検体に対する超音波プローブ１の位置情報を取得す
る。プローブ位置センサ１３は、取得された超音波プローブ１の位置情報を後述する装置
本体２の位置情報記憶部２４へ出力する。このプローブ位置センサ１３は、磁場発生装置
およびコイルを利用している。なお、プローブ位置センサ１３は、ホール素子を利用して
もよい。また、上記コイルを利用したプローブ位置センサ１３以外にも、例えば、ジャイ
ロセンサや加速度センサを用いてもよい。
【００１６】
　通知部１４は、後述する装置本体２から送信された通知情報に従って、操作者に対して
、超音波プローブ１で被検体を走査する方向と、超音波プローブ１の向きおよび傾きとを
通知する。ここで、通知部１４は、例えば、線や図形を投影可能なプロジェクタやレーザ
ーポインタ等を用いて、算出された方向、向きおよび傾きを被検体の体表へガイドを投影
して操作者に通知してもよい。また、通知部１４は、例えば、算出された方向、向きおよ
び傾きを音（音声や通知音等）で操作者に通知してもよい。
【００１７】
　装置本体２は、信号処理部２１、画像生成部２２、表示部２３、位置情報記憶部２４、
プローブ位置取得部２５、画像記憶部２６、通知情報作成部２７、制御部２８、操作部２
９および磁場発生部２１０を有する。
【００１８】
　信号処理部２１は、送受信部１２からのエコー信号に対数増幅や包絡線検波処理等を施
し、信号強度が輝度の明るさで表現されるＢモードデータを生成する。また、信号処理部
２１は、送受信部１２からのエコー信号に自己相関演算を施し、ドプラ効果による血流や
組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度や分散、パワー等の血流情報の強度をカラー
で表現するドプラデータを生成する。
【００１９】
　画像生成部２２は、信号処理部２１で生成されるＢモードデータおよびドプラデータに
基づいて超音波画像のデータを生成する。具体的には、画像生成部２２は、エコー信号を
対数増幅し、対数増幅されたエコー信号を包絡線検波し、信号強度が輝度の明るさで表現
される超音波画像のデータを生成する。
【００２０】
　表示部２３は、画像生成部２２で生成される超音波画像のデータを表示する。表示部２
３は、例えば、ＣＲＴディスプレイや、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、プラ
ズマディスプレイ等の表示デバイスが適宜利用可能である。
【００２１】
　位置情報記憶部２４は、プローブ位置センサ１３で取得された超音波プローブ１の位置
情報を記憶する。上記プローブ位置センサ１３で取得された超音波プローブ１の位置情報
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には、例えば、被検体の剣状突起、みぞおち、およびへそ等、被検体の一部を基準とした
超音波プローブ１の初期位置情報と、上記初期位置を基準とした現在の超音波プローブ１
の位置情報とがある。
【００２２】
　プローブ位置取得部２５は、磁場発生部２１０にて生成された磁場の中心を基準とした
超音波プローブ１の位置情報を取得する。
【００２３】
　画像記憶部２６は、画像生成部２２により生成された超音波画像のデータと、当該超音
波画像が取得された時の初期位置を基準とした超音波プローブ１の位置情報とを関連付け
て記憶する。
【００２４】
　通知情報作成部２７は、画像記憶部２６に記憶された過去の超音波画像と関連付けて記
憶された超音波プローブ１の位置情報およびプローブ位置取得部２５で取得された現在の
超音波プローブ１の位置情報に基づいて、超音波プローブ１で被検体を走査する方向およ
び超音波プローブ１の向きおよび傾きを算出する。通知情報作成部２７は、算出した方向
、向きおよび傾きを超音波プローブ１の通知部１４へ送信するための通知情報を作成する
。
【００２５】
　制御部２８は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、装置本体２の各部の動作
を制御する。特に、制御部２８の通知制御部２８－１は、通知情報作成部２７で作成され
た通知情報に従って、超音波プローブ１の通知部１４を制御する。
【００２６】
　操作部２９は、ユーザ（医師や技師）からの各種指令や情報を制御部２８へ入力する。
操作部２９は、マウスやトラックボール等のポインティングデバイス、モード切替スイッ
チ等の選択デバイス、あるいはキーボード等の入力デバイスが適宜利用可能である。
【００２７】
　磁場発生部２１０は、超音波プローブ1の使用範囲に磁場を発生させ、超音波プローブ
１の位置を把握するために設けられる。また、上記磁場の中心を基準とした超音波プロー
ブ１（特に、プローブ位置センサ１３）の相対位置を把握するために用いられる。
【００２８】
　次に、上記構成における超音波診断装置の検査の流れについて詳しく説明する。
【００２９】
　図２は、図１に示す超音波診断装置における初回検査時の検査の流れを示す概要図であ
る。
【００３０】
　図２に示すように、超音波診断装置は、初回検査時、被検体の一部を基準として超音波
プローブ１の初期位置を設定する。上記被検体の一部は予め決めておき、初回検査時およ
び経過観察時に共通の初期位置として用いる。図２では、被検体の体表の赤線部（みぞお
ち付近）を初期位置とし、当該初期位置に超音波プローブ１を接触させる。このとき、超
音波診断装置は、超音波プローブ１の位置情報を初期位置情報として位置情報記憶部２４
へ記憶する。超音波診断装置は、初期位置設定後、検査を開始し、被検体を走査して超音
波画像の撮像位置を決定する。超音波診断装置は、撮像位置決定後、当該撮像位置での超
音波画像を保存するために、操作部２９上のボタン（例えば、ＳＴＩＬＬボタン等）を押
す。超音波診断装置は、上記ボタンを押した時の超音波画像を画像記憶部２６へ記憶する
。このとき、超音波診断装置は、上記ボタンを押した時の初期位置を基準とした超音波プ
ローブ１の位置情報（撮像位置、超音波プローブ１の向きおよび傾き）を関連付けて、超
音波画像を記憶する。
【００３１】
　超音波診断装置は、上記初回検査時における動作により、超音波画像が、当該超音波画
像が取得された時の初期位置を基準とした超音波プローブ１の位置情報と共に記憶される
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。
【００３２】
　図３は、図１に示す超音波診断装置における経過観察時の検査の流れを示す概要図であ
る。
【００３３】
　図３に示すように、超音波診断装置は、経過観察時、超音波プローブ１を予め決められ
た被検体の一部に接触させる。このとき、超音波診断装置は、超音波プローブ１の位置情
報を初期位置情報として位置情報記憶部２４へ記憶する。このとき、超音波診断装置は、
図２と同様に、被検体の体表の赤線部（みぞおち付近）を初期位置とし、当該初期位置に
超音波プローブ１を接触させる。超音波診断装置は、初期位置設定後、検査を開始する。
このとき、超音波診断装置は、検査中、プローブ位置取得部２５で、上記初期位置を基準
とした現在の超音波プローブ１の位置情報を取得する。超音波診断装置は、通知情報作成
部２７で、画像記憶部２６に記憶された過去の超音波画像と関連付けて記憶された超音波
プローブ１の位置情報およびプローブ位置取得部２５で取得された現在の超音波プローブ
１の位置情報に基づいて、超音波プローブ１で被検体を走査する方向および超音波プロー
ブ１の向きおよび傾きを算出する。超音波診断装置は、通知情報作成部２７で算出された
方向、向きおよび傾きを超音波プローブ１の通知部１４へ送信するための通知情報を作成
する。超音波診断装置は、通知情報作成部２７で作成された通知情報を超音波プローブ１
の通知部１４へ送信する。このとき、超音波診断装置は、作成された通知情報に従って、
制御部２８の通知制御部２８－１により通知部１４を制御する。超音波診断装置は、通知
部１４から操作者に対して、超音波プローブ１で走査する方向を通知する。操作者は、通
知部１４からの通知情報に従って、超音波プローブ１で被検体を走査する。
【００３４】
　上記通知情報に基づく超音波プローブ１の走査により、超音波診断装置は、過去の超音
波画像と一致する超音波プローブ１の位置、向きおよび傾きを決定する。超音波診断装置
は、決定した位置の超音波画像を表示部２３で表示する。
【００３５】
　これにより、超音波診断装置は、画像記憶部２６に記憶された過去の超音波画像と位置
、向きおよび傾きが一致する超音波画像を表示することが可能となる。
【００３６】
　また、次回の経過観察時に利用するため、超音波診断装置は、決定した撮像位置での超
音波画像を保存する。超音波診断装置は、決定した撮像位置での超音波画像を保存するた
めに、初回検査時と同様に、操作部２９上のボタン（例えば、ＳＴＩＬＬボタン等）を押
す。超音波診断装置は、上記ボタンを押した時の超音波画像を画像記憶部２６へ記憶する
。超音波診断装置は、初回検査時と同様に、上記ボタンを押した時の初期位置を基準とし
た超音波プローブ１の位置情報（撮像位置、超音波プローブ１の向きおよび傾き）を関連
付けて超音波画像を記憶する。
【００３７】
　超音波診断装置は、上記経過観察時における動作により、画像記憶部２６に記憶された
過去の超音波画像と位置、向きおよび傾きが一致する部分の経過観察を行うことが可能と
なる。
【００３８】
　ここで、経過観察時の検査における撮像位置の通知方法について詳しく説明する。
【００３９】
　図４は、図３に示す経過観察時の検査における、通知部１４による撮像位置の通知方法
を示す図である。
【００４０】
　図４に示すように、超音波プローブ１の通知部１４は、通知情報作成部２７で作成され
た通知情報に従って、操作者に対して、超音波プローブ１で被検体を走査する方向と、超
音波プローブ１の向きおよび傾きとを通知する。通知部１４は、例えば、線や図形を投影
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可能なプロジェクタやレーザーポインタ等を用いて超音波プローブ１を移動させる方向を
矢印で示す。操作者は、通知部１４により矢印で示された方向に向かって、超音波プロー
ブ１で被検体を走査する。通知部１４は、被検体を走査中、指定の撮像位置が近づいてき
たら、超音波プローブ１を当てる位置および超音波プローブ１の向きを四角枠や線等で示
す。さらに、通知部１４は、枠の色を変化させることにより傾きの正誤を通知する。通知
部１４は、超音波プローブ１の傾きが誤っている場合、赤い四角枠を表示する。また、通
知部１４は、超音波プローブ１の傾きが正しい場合、緑の四角枠を表示する。なお、通知
部１４による通知方法は上記に限らず、音等の表現方法や色を用いてもよい。
【００４１】
　上記構成によれば、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、経過観察を行う際に前回
と検査を行う技師が異なる場合であっても、容易に前回の検査と同じ撮像位置の断面画像
を得ることができる。また、超音波診断装置は、技術や経験等に左右されず、撮像位置の
特定を短時間で行うことができる。また、超音波診断装置は、容易に撮像位置を特定でき
るため、検査時間を短縮することができる。また、超音波診断装置は、通知情報が表示部
２３でなく超音波プローブ１から通知されることで、表示部２３と超音波プローブ１を走
査する手元の間との操作者の視線移動を最小限にすることが可能となり、操作者の負担を
軽減することができる。また、超音波診断装置は、例えば、矢印や四角枠等のガイドを被
検体の体表に投影することで、超音波プローブ１を実際に接触させる場所を示すことがで
き、より撮像位置を把握しやすくなる。また、超音波診断装置は、超音波プローブ１を実
際に接触させる場所を示すことで、撮像位置の不一致による間違いを減少させることがで
きる。
【００４２】
　（第２の実施形態）　
　図５は、第２の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。なお、
第２の実施形態では、第１の実施形態と異なる部分について詳しく説明し、同様の部分の
説明を省略する。
【００４３】
　図５に示す超音波診断装置は、第１の実施形態と同様に、超音波プローブ１および装置
本体２を備える。
【００４４】
　超音波プローブ１は、第１の実施形態に示す構成と同様である。
【００４５】
　装置本体２は、第１の実施形態に示す構成に加え、パラメータ設定部２１１を有する。
【００４６】
　パラメータ設定部２１１は、被検体から取得された超音波画像の画質に影響するゲイン
やダイナミックレンジ等のパラメータを設定する。ここで、パラメータを設定するのは、
経過観察を行う際、表示部２３に表示された病変の大きさや、病変辺縁の形状がどう変わ
ったか、あるいは病変部位における周辺組織に対しての輝度がどう変わったか等の経時的
変化をとらえることが必要なためである。そのため、超音波診断装置では、上記パラメー
タを同一に設定する必要がある。
【００４７】
　さらに、画像記憶部２６は、画像生成部２２により生成された超音波画像のデータと、
当該超音波画像が取得された時に、パラメータ設定部２１１で設定されたパラメータとを
関連付けて記憶する。
【００４８】
　また、通知情報作成部２７は、通知情報作成部２７は、過去の超音波画像と関連付けら
れたパラメータおよび現在設定されているパラメータを画像記憶部２６およびパラメータ
設定部２１１から取得し、これらのパラメータが一致するか否かを比較する。通知情報作
成部２７は、過去の超音波画像と関連付けられたパラメータと現在設定されているパラメ
ータとが異なる場合、異なる旨を超音波プローブ１の通知部１４へ送信するための通知情
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報を作成する。また、通知情報作成部２７は、過去の断面画像と関連付けられたパラメー
タと現在設定されているパラメータとが一致する場合、一致する旨を超音波プローブ１の
通知部１４へ送信するための通知情報を作成する。
【００４９】
　また、超音波プローブ１の通知部１４は、装置本体２から送信された通知情報に従って
、操作者に対して、過去の超音波画像と関連付けられたパラメータと現在設定されている
パラメータとが一致するか否かを通知する。通知部１４は、過去の断面画像と関連付けら
れたパラメータと現在設定されているパラメータとが異なる場合、異なる旨を操作者に通
知する。また、通知部１４は、過去の断面画像と関連付けられたパラメータと現在設定さ
れているパラメータとが一致する場合、一致する旨を操作者に通知する。ここで、通知部
１４は、例えば、線や図形を投影可能なプロジェクタやレーザーポインタ等を用いて、異
なる旨および一致する旨の少なくともいずれかを被検体の体表へガイドを投影して操作者
に通知してもよい。また、通知部１４は、例えば、異なる旨および一致する旨の少なくと
もいずれかを音（音声や通知音等）で操作者に通知してもよい。
【００５０】
　図６は、図５に示す超音波診断装置における初回検査時の検査の流れを示す概要図であ
る。
【００５１】
　図６に示すように、超音波診断装置は、初回検査時、被検体の一部を基準として超音波
プローブ１の初期位置を設定する。上記被検体の一部は予め決めておき、初回検査時およ
び経過観察時に共通の初期位置として用いる。図６では、被検体の体表の赤線部（みぞお
ち付近）を初期位置とし、当該初期位置に超音波プローブ１を接触させる。このとき、超
音波診断装置は、超音波プローブ１の位置情報を初期位置情報として位置情報記憶部２４
へ記憶する。超音波診断装置は、初期位置設定後、検査を開始し、被検体を走査して超音
波画像の撮像位置を決定する。また、超音波診断装置は、パラメータ設定部２１１は、被
検体から取得された超音波画像の画質に影響するゲイン（明るさ）やダイナミックレンジ
（階調度）等のパラメータを設定する。超音波診断装置は、撮像位置決定後、当該撮像位
置での超音波画像を保存するために、操作部２９上のボタン（例えば、ＳＴＩＬＬボタン
等）を押す。超音波診断装置は、上記ボタンを押した時の超音波画像を画像記憶部２６へ
記憶する。このとき、超音波診断装置は、上記ボタンを押した時の初期位置を基準とした
超音波プローブ１の位置情報（撮像位置、超音波プローブ１の向きおよび傾き）および設
定された各パラメータを関連付けて、超音波画像を記憶する。
【００５２】
　超音波診断装置は、上記初回検査時における動作により、超音波画像が、当該超音波画
像が取得された時の初期位置を基準とした超音波プローブ１の位置情報および設定された
各パラメータと共に記憶される。
【００５３】
　図６は、図５に示す超音波診断装置における経過観察時の検査の流れを示す概要図であ
る。
【００５４】
　図６に示すように、超音波診断装置は、経過観察時、超音波プローブ１を予め決められ
た被検体の一部に接触させる。このとき、超音波診断装置は、超音波プローブ１の位置情
報を初期位置情報として位置情報記憶部２４へ記憶する。このとき、超音波診断装置は、
図２と同様に、被検体の体表の赤線部（みぞおち付近）を初期位置とし、当該初期位置に
超音波プローブ１を接触させる。超音波診断装置は、初期位置設定後、検査を開始する。
このとき、超音波診断装置は、検査中、プローブ位置取得部２５で、上記初期位置を基準
とした現在の超音波プローブ１の位置情報を取得する。また、超音波診断装置は、検査中
、パラメータ設定部２１１で設定されるパラメータを取得する。超音波診断装置は、通知
情報作成部２７で、画像記憶部２６に記憶された過去の超音波画像と関連付けて記憶され
た超音波プローブ１の位置情報およびプローブ位置取得部２５で取得された現在の超音波
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プローブ１の位置情報に基づいて、超音波プローブ１で被検体を走査する方向および超音
波プローブ１の向きおよび傾きを算出する。また、超音波診断装置は、通知情報作成部２
７で、過去の超音波画像と関連付けられたパラメータおよび現在設定されているパラメー
タを画像記憶部２６およびパラメータ設定部２１１から取得し、これらのパラメータが一
致するか否かを比較する。超音波診断装置は、通知情報作成部２７で算出された方向、向
きおよび傾きを超音波プローブ１の通知部１４へ送信するための通知情報を作成する。ま
た、超音波診断装置は、過去の超音波画像と関連付けられたパラメータと現在設定されて
いるパラメータとが異なる場合、異なる旨を超音波プローブ１の通知部１４へ送信するた
めの通知情報を作成する。また、超音波診断装置は、過去の断面画像と関連付けられたパ
ラメータと現在設定されているパラメータとが一致する場合、一致する旨を超音波プロー
ブ１の通知部１４へ送信するための通知情報を作成する。超音波診断装置は、通知情報作
成部２７で作成された通知情報を超音波プローブ１の通知部１４へ送信する。このとき、
超音波診断装置は、作成された通知情報に従って、制御部２８の通知制御部２８－１によ
り通知部１４を制御する。超音波診断装置は、通知部１４から操作者に対して、超音波プ
ローブ１で走査する方向を通知する。操作者は、通知部１４からの通知情報に従って、超
音波プローブ１で被検体を走査する。
【００５５】
　上記通知情報に基づく超音波プローブ１の走査により、超音波診断装置は、過去の超音
波画像と一致する超音波プローブ１の位置、向きおよび傾きと、設定するパラメータを決
定する。超音波診断装置は、決定した位置の超音波画像を表示部２３で表示する。
【００５６】
　これにより、超音波診断装置は、画像記憶部２６に記憶された過去の超音波画像と位置
、向き、傾きおよびパラメータが一致する超音波画像を表示することが可能となる。
【００５７】
　また、次回の経過観察時に利用するため、超音波診断装置は、決定した撮像位置での超
音波画像を保存する。超音波診断装置は、決定した撮像位置での超音波画像を保存するた
めに、初回検査時と同様に、操作部２９上のボタン（例えば、ＳＴＩＬＬボタン等）を押
す。超音波診断装置は、上記ボタンを押した時の超音波画像を画像記憶部２６へ記憶する
。超音波診断装置は、初回検査時と同様に、上記ボタンを押した時の初期位置を基準とし
た超音波プローブ１の位置情報（撮像位置、超音波プローブ１の向きおよび傾き）および
設定された各パラメータを関連付けて、超音波画像を記憶する。
【００５８】
　超音波診断装置は、上記経過観察時における動作により、画像記憶部２６に記憶された
過去の超音波画像と位置、向き、傾きおよびパラメータが一致する部分の経過観察を行う
ことが可能となる。
【００５９】
　ここで、経過観察時の検査における撮像位置の通知方法について詳しく説明する。
【００６０】
　図８は、図７に示す経過観察時の検査における、通知部１４による撮像位置の通知方法
を示す図である。なお、第２の実施形態では、第１の実施形態と異なる部分について詳し
く説明し、同様の部分の説明を省略する。
【００６１】
　図８に示すように、超音波プローブ１の通知部１４は、通知情報作成部２７で作成され
た通知情報に従って、操作者に対して、過去の超音波画像と関連付けられたパラメータと
現在設定されているパラメータとが一致するか否かを通知する。通知部１４は、例えば、
過去の断面画像と関連付けられたパラメータと現在設定されているパラメータとが一致す
る場合、図８（ａ）に示すように矢印の色を赤色に変化させることにより、一致する旨を
操作者に通知する。また、通知部１４は、過去の断面画像と関連付けられたパラメータと
現在設定されているパラメータとが異なる場合、図８（ｂ）に示すように矢印の色を青色
に変化させることにより、異なる旨を操作者に通知する。また、通知部１４は、図８（ｃ
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）に示すように枠線を実線から点線に変化させることにより、異なる旨を操作者に通知す
る。なお、通知部１４による通知方法は上記に限らず、ガイド表示を点滅させること、ガ
イド図形の塗りつぶしを枠線のみにすることや音等の表現方法を用いてもよい。
【００６２】
　上記構成によれば、第２の実施形態に係る超音波診断装置は、経過観察を行う際に前回
と検査を行う技師が異なる場合であっても、容易に前回の検査と同じ撮像位置の断面画像
を得ることができる。また、超音波診断装置は、技術や経験等に左右されず、撮像位置の
特定を短時間で行うことができる。また、超音波診断装置は、容易に撮像位置を特定でき
るため、検査時間を短縮することができる。また、超音波診断装置は、通知情報が表示部
２３でなく超音波プローブ１から通知されることで、表示部２３と超音波プローブ１を走
査する手元の間との操作者の視線移動を最小限にすることが可能となり、操作者の負担を
軽減することができる。また、超音波診断装置は、例えば、矢印や四角枠等のガイドを被
検体の体表に投影することで、超音波プローブ１を実際に接触させる場所を示すことがで
き、より撮像位置を把握しやすくなる。また、超音波診断装置は、超音波プローブ１を実
際に接触させる場所を示すことで、撮像位置の不一致による間違いを減少させることがで
きる。また、超音波診断装置は、設定されたパラメータの一致・不一致を比較することに
より、より精度よく、撮像位置を把握することができる。
【００６３】
　なお、上記第１および第２実施形態において、超音波画像は、装置本体２に設けられる
画像記憶部２６に記憶されるが、これに限らない。上記超音波画像は、データサーバ等の
外部記憶媒体に記憶してもよい。
【００６４】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれるものである。
【符号の説明】
【００６５】
　１…超音波プローブ、１１…振動子群、１２…送受信部、１３…プローブ位置センサ、
１４…通知部、２…装置本体、２１…信号処理部、２２…画像生成部、２３…表示部、２
４…位置情報記憶部、２５…プローブ位置取得部、２６…画像記憶部、２７…通知情報作
成部、２８…制御部、２８－１…通知制御部、２９…操作部、２１０…磁場発生部、２１
１…パラメータ設定部。
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